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衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
嘉
徳
海
岸
侵
食
対
策
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
嘉
徳
海
岸
侵
食
対
策
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
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一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
嘉
徳
海
岸
侵
食
対
策
事
業
」
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
交
付
要
綱

（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
付
け
国
官
会
第
二
千
三
百
十
七
号
国
土
交
通
事
務
次
官
通
知
）
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日
に
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
の
交
付
決
定
が
さ
れ
た
事
業
で
あ
る
と
こ
ろ
、
交
付
決
定
当
時
の
同
要
綱
に
お

い
て
は
、
事
業
の
費
用
便
益
比
を
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
本
事
業
に

つ
い
て
も
、
事
業
の
費
用
便
益
比
の
同
計
画
へ
の
記
載
は
求
め
て
い
な
い
。 


